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本稿では、生物多様性保全が重要であることを前提として、北海道の生物多様性保全に関する施策

が非常に不十分である実態について論考する。本稿は、野生植物が減少する主要な原因に挙げられて

いる自然遷移、森林伐採ならびに盗掘に関 して、北海道における事実を述べる。これと連動 して、一

つには、全国的に展開されている 「里地里山保全計画」が北海道の 自然に合わない施策であること、

二つ目は、北海道の森林の大半を占める国有林では、生物多様性保全 を重視すべ き機能の一つに掲げ

ながら、それを他の機能より軽視 または無視 している実態があることを解説する。

鑛 はじめに
現在、世界的にも国内でも、野生動植物の減少

や絶滅が進行 してお り、その解決を図る生物多様

性保全 は、今世紀における一つの大 きな課題 とさ

れている。しかし、「何故、生物多様性が保全され

なければならないのか」 という、最 も根本的な問

いに関して、人々の理解が十分であるとは言えず、

行政による施策 もまだまだ不十分な段階にある。

それ故、まず、生物多様性の価値 ・野生動植物

の価値について、人々の共通認識が必要である。
一・つには、生物多様性条約の基本理念に実利的な

価値が挙げられている。すなわち、野生動植物す

べての種(種 の多様性)と それらが含むすべての

遺伝的変異(遺 伝子の多様性)は 、現段階で有用

性がまったく分か らないものを含み、すべての種

と遺伝子が将来的に大きな資源的価値を有するこ

と(すべてが潜在的な資源であること)、発展途上

国はそれらを生物資源 として自国に囲い込み、先

進工業国に有償で利用させることによって富を得

ること、自然な生態系(生 態系の多様性)に は洪

水防止、土砂流出防止、水源かん養、野生動植物

の生息地・生育地など、生態系サービス(注1)と呼ば

れる公益的機能があることである。

上記 とは別に、生物多様性について、他の生物

を守 ることが人間の健康や生命を守ることにっな

がると考える倫理的 ・精神的価値、野生動植物 と

の長い共存を培ってきた文化的価値、さらには自

然の権利など、必ずしも実利 に結びっかない種々

の価値 についても指摘されている。

以上を簡単に言い換えると、野生動植物 と自然

な生態系はすべて、実利的であろうとなかろうと、

現在だけではな く将来的に、人間生活 に有用な大

きな価値を有するので、動植物の減少 ・絶滅を防

ぐ生物多様性保全 は世界的に緊急な課題 とされた

のである。

さて、 この大きな課題、生物多様性保全に関す

る行政の施策には、その説明に科学的根拠や一貫

した論理が不足するため、実効ある施策になるの

か疑わしい場合や、生物多様性の保全ではなくそ

の損失 ・破壊に結びつ く危険性があると判断でき

る場合まで認められる。その理由は、生物多様性

保全に関する無知だけではなく、生物多様性保全

との調整が必ず必要な、対立する価値のために生

物多様性 を軽視する立場にあると考える。そのた

め、本稿 は、行政による施策について科学的根拠

注1生 態系 サ ー ビス:生 態系 の一 構成 員 で ある ヒ トは、 生態 系 を構成 す る ほかの生 物や 物質 な どや生 態系 の機 能 か ら

さ まざ まな利益 を得 て い る。 その よ うな利 益 を ま とめて生態 系 サー ビス とい い、空 気、 土壌 、食 料、 水 、気候 の

制 御 ・調節 、景 観 や教育 、 リク リエ ー シ ョンな ど様 々 なサ ー ビス を含 んでい る。
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や一貫 した論理 によって批判的な論考を進めた

い。また、 この論考により、北海道自然保護協会

が環境省や林野庁、あるいは北海道などに宛てて

提出してきた、生物多様性保全に関する要望書 ・

意見書を解説することになれば幸いである。

團
『生 物 多 様 性 国 家 戦 略2010(案)」 の

論 理 構 成 に お け る 大 き な 間 違 い

2010年1月8日 、北海道自然保護協会は 『生物

多様性国家戦略2010(案)(注2)』(以下では単に 『国

家戦略2010(案)』 と示す)に 関するパブリックコ

メントを環境省宛てに提出した。 この案では、生

物多様性の危機の原因、すなわち野生動植物が減

少 ・絶滅してきた原因として、従来から指摘され

てきた①人間活動や開発だけではな く、近年注目

されるようになった②人間活動の縮小、③外来種、

さらには④地球温暖化によって生じると分析 して

いる。しかしながら、 この案における具体的な施

策 として、②人間活動の縮小に焦点を当てた 「里

地里山保全計画」、そして③ と④ に関する諸施策が

明記されているが、①人間活動や開発については、

後述するように、生物多様性保全 として実効性が

あるのか不確実な施策が多い。

それは、『国家戦略2010(案)』 に示された①人

間活動や開発に関する施策では、林野庁や国土交

通省など他省庁の法令解説書や各種白書にある文

章 とほとんど同様な表現によって、生物多様性保

全 との関連が不明確なまま、従来か らの省庁ごと

の施策が個々に主張されているからである。そこ

では、他省庁の担当者が個別に書いた文章である

との印象が強 く、国家戦略 といいながら、縦割 り

行政の弊害が強 く感 じられる。

ところで、わが国における野生植物の減少原因

は、環境庁(2000)に よると、影響を与 えた順序

として①園芸用採取(盗 掘)、② 自然遷移(注3)、③森

林伐採(森 林施業)の 順位があること、その他の

原因が湿地開発、道路開発など、ほ とんど各種開

発行為であることが明 らかにされていた。 この結

果と上述の 『国家戦略2010(案)』 を照合すると、

上記の②自然遷移が前述の②人間活動の縮小 とし

てクローズアツプされたが、その反面、上記の①

盗掘、そして③森林伐採 を含む各種開発行為は、

前述の①人間活動や開発 として一括され、軽視 さ

れている。

すなわち、野生植物の減少原因に対する現在の

施策は、②自然遷移が重視され、①盗掘 と③森林

伐採は実際には軽視 されている。しかし、特に後

二者の① と③ は、北海道において野生植物の重大

な減少原因であ り続けている。従って、現在の野

生植物保全に関する施策は、減少原因に対 して恣

意的あるいは政策的に強弱がつけられたことにな

り、部分的に講 じられ全体的にバランスを欠 く結

果になっている。本来、生物多様性保全において、

野生動植物の減少 ・絶滅や自然な生態系の破壊に

おける原因を明確にし、原因ごとに対応する施策

が講 じられるという、科学的根拠 に基づいた一貫

した論理性が必要である。それに対 して、『国家戦

略2010(案)』 では、そうした一貫 した論理性が認

められないのである。

本稿は、北海道の野生植物 を中心において、園

芸用採取(盗 掘)、 自然遷移、森林伐採(森 林施業)

など減少原因を広範に考え、それぞれの事実に基

づいて論考を進めるものである。

圃
生 物 多 様 性 保 全 の 施 策 と して全 国 的

に 展 開 さ れ る 「里 地 里 山 保 全 計 画 」

は 、 北 海 道 で は 誤 っ た 施 策 と な る

全国的に展開される施策が地域ごとの施策 とし

て有効であるかについて、科学的論拠に基づいて

検証されなければならない。『国家戦略2010(案)』

で強調されている 「里地里山保全計画」は、北海

道では有効な施策にならないだけではな く、人手

を加える点で誤った施策になることを、以下に、

批判的に論考する。

注2生 物多様性国家戦略2010(案):1993年 の生物多様1生条約批准後に、生物多様性国家戦略を制定してきたが、生

物多様性基本法の施行(平 成20年6月)を 受け、同法に基づく国家戦略策定(法 定化)と するため、中央環境審

議会自然環境 ・野生生物合同部会に設置された生物多様1生国家戦略小委員会が2007年4月23日 に環境大臣の試

問を受け、第3次 生物多様性国家戦略を取りまとめた。今回、その検証を含んでパブリックコメントの最中にあ
るのが、国家戦略2010(案)で ある。

注3自 然遷移:植 物群落は人間の影響を受けない条件下で時間の経過とともに一方向に交代する。例えば、火山噴火

後の裸地では裸地→草原→低木林→陽樹の高木林→陰樹の高木林の順序で、山火跡地や風倒跡地では草原または

低木林から陰樹の高木林に至る順序で、それぞれの交代が認められる。これらの交代全体を遷移(自 然遷移)と

呼ぶが、肉眼的には植物群落の構造(外 観、階層、種類構造など)変 化、植生遷移 として理解されやすい。しか

し、実際には動物や微生物も平行して変化するので、遷移は生物群集の交代を意味する。ところで、本州以南の

里山における二次林は、近年の放置によって遷移が進み、そこに限られるように生存してきた野生生物にとって、

生息地 ・生育地の環境が悪化し、減少する結果 となっている。
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3.1本 州 以南 における二次林 と里地里 山保全 再

生計画

里地里 山は、環境省(2008)の 『里地里山保 全

再生計画作成 の手引 き』 によると、幾世代 に もわ

た り、人々が 自然 に働 きか け、持続可能 な農林業

の営みが行 われ てきたいち ばん近 くにある自然空

間であ る。 また、 同資料 によると、里地里 山保全

再 生計 画は、人々 の適切 な 「維持管理」 によ り、

「生物 多様性 に富 んだ空間」を保全再生 し、地域社

会 とともに持続可能 にす るこ とを目的 とした計画

となる とい う。他方、里地里山 は、都市域 と原生

的 自然 との中間に位置 し、様 々な人 間の働 きかけ

を通 じて環境が形成 されて きた地域 であ り、集落

を とりま く 「二次林(注4)」とそれ らと混在す る 「農

地、た め池 、草原等」で構成 され る地域概念 であ

る と記 されてい る。 さ らに、里地里山 は、実際 に

は「自然林(注4)、人工林(注4)等」も含 まれ ると考 え ら

れ るが、その中核部分が 「二次林(植 生 自然度(注5)

7ま た は8)」 であ ると記 されてい る。

本州以南、九州 までの二次林 は、環境省(2008)

の 『里地里 山保全再生計画作成の手引 き』に よる

と、 コナ ラ林 タイプ(本 州北東部)、 コナラ林 タイ

プ(信 越 ・中国地 方 日本海側)、 アカマ ツ林 タイプ

(瀬戸内地方)、 な らびにシイ ・カシ萌芽再生林(注6)

タイプ(関 東南部 ・紀伊半島南部 ・四国南部 ・九州)

の4タ イプ に区分 されている。 これ らの4タ イプ

の二次林 は、里地里 山において薪や炭、あ るいは

シイタケ栽培 のために定期的 に伐採 され、 また農

地 の肥料 として落葉 が持 ち出され る、林 内で牛馬

が放牧 され るな ど、おそ らくわが国の農耕 開始以

来 の長期間 にわたって持続的 に利用 されて きた。

上記種の うち、 コナラ、 また はシイ ・カ シ類 は、

切 り株 ・伐根か ら芽 を出す性質(萌 芽性)が あ る

ので、伐採が繰 り返 され る都度、 自然 に森林 に回

復 して きた。 また、アカマツ は、北海道の シラカ

ンバ と同様 な陽樹(注7)であるため、伐採跡地な ど、

日当た りの良 い開放地 にいち早 く侵入 して森林 を

形成 す ることがで きる。以上 の樹種 か らなる森林

は、長 い間、薪炭林 として人 間の影響下 にあ りな

が ら森林 の姿 を維持 して きたので、 自然林で はな

く二次林 とみなされ る。

上記 の二次林 は、過去半世紀 の間に、燃料が樹

木か ら化石燃料(石 炭 ・石油)に 変換 され化学肥

料の使 用が進 むにつれ て、放 置 され るようになっ

た。環境省の説明 によると、上述4つ の二次林 は、

放置 された結果、共通 して タケ類 の侵入繁茂 によ

り、 その うち2つ のコナラ林(落 葉広葉樹林)は

シイ、カ シ類(常 緑広葉樹)の 侵入繁茂 に より、

いずれ において も林床が暗 くなる変化 が生 じた。

以上の ように放置 され て遷移が進んだ結果、二次

林 を生育地 として きた希少 な野生植物 、例 えばカ

タク リが絶滅 に向かった。

この ように、本州以南 の二次林 で は 「放置後 の

自然遷移」 によって絶滅 ・減少す る希 少種 が多 い

ことが問題視 されて きた(環 境庁,2000)。 そのた

め、薪炭、農業 への落葉利用、 シイ タケ栽培、林

内放牧 など、利 用 しなが ら二次林状 態 を持続 させ

てきた過去 と同様 に、改 めて、人手 を加 えて二次

林 を維持管理 す ることによって生物 多様性保全 を

図ろ うとす る施策 が生 じたので ある。それが環境

省 による里地里 山保全再生計画で あ り、 この1月

上旬 にパ ブ リック コメ ン トを募集 した ばか りの

『国家戦略2010(案)』 において も強調 されてい る。

以上の計画で は、二次林が主体 となる里地里 山

において 「生物 多様性 が人間 の持続的利 用 によっ

て保全 された とい う認識」が強調 されてい る。 そ

注4自 然林 ・二 次林 ・人工 林:森 林 は、植生 生態 学 的 には人為 の 影響 の度合 いに よって 自然林(天 然林)、 二次林 お よ

び人 工林 に三大 別 され る。 自然林 にはほ とん ど人 為 の影 響 がな い原生林(原 始林)が 含 まれ る。 二次林 は山火 、

台風 な どに よって空 き地 が生 じた後 、 また は伐採 な どの撹乱 後、 自然 に回復 し、遷 移 の途 上 に あ る森林 であ り、

北海 道 で は シラカ ンバ林 、 ミズ ナ ラ林 な どが挙 げ られ る。人 工林 は、 人間 が苗 木 を植 え付 け、下 刈 り ・間伐 な ど

の人手 を入 れ て、木 材生 産 を目的 として育 てた森林 で あ る。これ らの詳 細 につ いて は、佐 藤(2009a,2009b,2009c)

を読 んで いた だ きたい。

注5植 生 自然度:植 生 に対 す る人 為 の影響 の度 合 い によ り、日本 の植 生 を10段 階 に区分 して評価 した基準 で あ る。高

山植 物群 落:や極 相林 の よ うに人手 の加 わ って いな い群落 が 自然度10な い し9、 緑 の ほ とん どな い住宅 地や 造成 地

が1と され 、 その間 に二 次林 ・人工 林 ・農地 な どが入 る。 植 生 自然 度10と9と 評 価 され る自然植 生 は、 国土 の約

2割 を 占め るに過 ぎな い。

注6萌 芽 再 生林:伐 採後 の切 り株 、 あ るい は山火後 の根 元 か ら新 しい芽(萌 芽)が 生 じる性 質 を萌芽性 と呼ぶ 。 この

性 質 を持 つ樹種 は、伐 採 や 山火 の影響 が あ って も、 み ずか ら森林 を再 生 す る能 力が ある。 自然林 を構 成 す る多様

な樹 種 の 中で、 萌芽性 のあ る樹種 だ けが伐 採や 山火 の影 響 を くぐ り抜 けて、樹 種数 の少 な い二次林 を形成 す る。

本 州以 南 の里 山で は、 この萌 芽性 ・萌芽 更新 を利 用 して二 次林 を維 持 しなが ら、薪炭 の た めに10～20年 間 隔 で伐

採 を繰 り返 して きた。

注7陽 樹:樹 種 の 中で生 長 に明 るい(高 い照度 の)光 が 必要 な もの を陽樹 といい、 暗 い光条 件下 で生 長 で きる陰樹 の

対 語 とな る。耕 作放 棄地 や伐 採跡 地、 荒 れ地 な どの 日当た りの良 い場 所 で は、 シラカ ンバ、 ヤ ナギ類 な ど、明 る

い光 の も とで発 芽 し、早 く生 長 で きる陽樹 が最初 に侵入 し、 森林 に遷 移 して い く。 この よ うに遷 移 した森林 を陽

樹再 生林 とい う。
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のため、持続的利用が 「善」で放置が 「悪」であ

るとの認識が強 く、二次林 における生物多様性保

全では 「人手を加える維持管理」が重視されてい

る。本州以南、九州までの低標高地では、長い歴

史の中で、自然林がほとんど失われ、二次林 にの

み生育するように生 き残ってきた野生植物が多

く、それ らが過去半世紀の短い間に減少したので、

二次林の管理(人 手 を加えること)を 重視する施

策が必要 とされたのである。 この施策は、本州以

南における事実に即 して肯定できる点が多 く、過

去に注目されてこなかった低標高地の生物多様性

を保全しようとする点では評価される。

3,2北 海道の二次林 と生物多様性

しか し、前項 で述べた里地里 山保全計画 は、決

して、北海道 においてその まま適用 で きる と言 え

ない。 その論拠 は、以下の とお りである。

北海道 の二次林 は、環境省(2008)の 『里地里

山保全再生計画作成の手引 き』 に よる と、 ミズナ

ラ林 タイプ(本 州北西部 ・道南)と その他(シ ラ

カ ンバ林、黒松 内低地帯(注8)以北 の北海道)が 挙 げ

られ、これ らはいずれ も、「放置 する と自然林 に代

わる」 と記 されてい る。

北海道 の二次林 は、上記 だけではな く、 ミズナ

ラを含 むコナ ラ亜属(コ ナラ、 カシワ、 ミズナ ラ)

の樹種が伐採後 にそれぞれ優 占す るようにな った

萌芽再生林 と、 シラカ ンバ を含 むカンパ属(シ ラ

カンバ、 ウダイカ ンバ、 ダケカンバ)や ハ コヤナ

ギ属(ヤ マナ ラシ、エ ゾヤマナラシ、 ドロノキ)

の樹種が山火や台風 の跡地で それぞれ一斉 に優 占

す る よ うに な った 陽 樹 再 生 林 が あ る(佐 藤,

2009a;2009b;2009c)。 いずれの二次林 も、人 間

が関与 した歴史 が浅 い ことと気候 的な理 由が大 き

い と思われ るが、放置後 にタケ類 や常緑 広葉樹が

侵入す るな どの遷移 は認 め られず、その まま自然

林 に遷移 す ると予測 され てい る。

コナ ラ亜属 の萌芽再生林 は、 自然の ままに放置

す る と、相対的 に短い期 間、例 えば50年 で多様 な

生物 が生 息 で き る自然林 に遷 移 す る と考 え られ

る。植生 自然度 で言 うならば、8か ら9へ の遷移

で ある。 コナラ亜属の萌芽再 生林 は、萌芽再生か

ら相 当の時 間が経過 し、種類 構成 、樹齢、樹高、

胸 高直径 な どが 自然 状態 に近 い ものが少 な くな

く、その場合 には自然林 と見な される。他方、 カ

ンパ属 な どの陽樹一斉林 ・山火再生林 は、 コナ ラ

亜属再生林 と比較す る と、野生植物 の種数が相対

的に少ない状態にある。そのため、このタイプの

二次林 は、放置後100年 ～300年 と長い時間 を経

て自然林へ(植 生自然度7か ら9へ)遷 移すると

考 えられる。

北海道の低標高地では、各種の二次林 と、藻岩

山や円山などに残 された自然林を比較することが

できる。その結果、北海道の二次林に生育する野

生植物は、二次林 に限られたものがほとんど認め

られず、自然林の出現種が多少 とも種数を減 らし

た状況で認 められる。例えば、ほとんどが畑地に

代えられた十勝平野におけるカシワ林 は、畑作地

帯の中で主に耕地防風林 として二次林状態で残さ

れている。この二次林は、沢筋に残 されたハ ンノ

キ、ヤチダモ、あるいはハルニレなどの自然林 と

ともに、十勝平野の森林 に生育す る野生植物 に

とって重要な生育地 として最後の よりどころ と

なっている。

従って、北海道の二次林 は、生物多様性保全の

観点から、第一に、そのまま保存するだけで重要

な価値がある。その上で、これらの二次林は、放

置すると自然林に代わっていき、野生植物の種数

が次第に増加 してい くと判断される。そのため、

北海道の二次林では、生物多様性保全のために「人

手を加える維持管理」が必要であるとは、決して

言うことができないのである。

さて、環境省による里地里山保全再生計画では、

北海道の二次林が放置すると自然林に向かうとい

う記述があるにもかかわらず、北海道における生

物多様性保全の施策 として二次林の放置が重要で

ある(放 置すると保護 ・保存になる)と は明確に

記されていない。北海道低標高地における生物多

様性保全を目的とすると、少なくとも、北海道で

は二次林の実態に合わせて、本州以南 とは異なる

方法 ・施策が必要であると明記すべきである。

北海道の二次林は、過去130年 ほどの開拓の歴

史の中で、農林業を主 とした人間生活圏、すなわ

ち 「里」に成立 してきたが、自然林の野生植物が

種数を減 らしなが ら今なお多数の野生種が生育 し

てお り、生物多様性保全に大きな役割を果たして

いる。環境省の里地里山保全再生計画では、 この

ことが強 く認識され、北海道における独自な保全

策が示 されなければならない。

しかしなが ら、全国展開中の里地里山保全再生

計画において北海道 に関する記述が不明確なた

め、北海道では、生物多様性保全の名の下に、二

次林に 「人手を加えてかえって破壊する」行為が

おしゃまん べ すっ つ

注8黒 松内低地帯:渡 島半島基部を長 万部から寿都へ南北に横切る幅2～5kmの 低地帯であり、活断層帯でもある。

黒松内低地帯は、ブナの北限になるなど、植物地理学上、北海道で最 も重要な生物分布境界線とされている。
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生 じる危険性が高い。既に、森林再生を目的 とし

て 「二次林を伐採して植林 を進める」 という、生

物多様性保全に全 く反する、残念な行為がしばし

ば認められ、二次林 における生物多様性の価値が

考慮 されない場合が少な くない。二次林における

生物多様性保全策については、地域 ごとに科学的

に考慮すべきであると明記すべきである。

3.3北 海道の人為植生と生物多様性

北海道の低標高地において、人工林に目を向け

ると、カラマツや トドマツの人工林では植栽木が

細 く、高い密度のまま放置されているので、間伐

など 「人手を加える」必要性が指摘されている。

わが国の里地里山保全再生計画において、北海道

の二次林では放置する施策が重要であると明記す

べきであるが、北海道の人工林については、本州

以南におけるスギ、ヒノキなどの人工林 と似た状

況にあるため、全国共通の施策が進められてもよ

いと考 えている。

しかし、木材生産を目的とした人工林において

も、生物多様性保全が重要であることを忘れては

いけない。それは、人為植生とされる人工林であっ

ても、最終的に林冠(森 林の最上層)を 構成する

植栽樹種の他に、林冠に混生する野生樹種や、林

床(森 林の中で低木層以下、草本層、蘇苔地衣層

を含む)に多数の野生植物が生育するからである。

他方で、人工林 と言っても、植栽適地でなかった

ため植栽木の多 くが枯死 した場合や、手入れが不

十分で風倒や山火事後に放置した場合には、植栽

木が混生するが自然林 に近い状態に達 した帳面上

の人工林 もあり、 これらの人工林 は多様な野生植

物の生息地 ・生育地 となっている。ちなみに、植

生自然度による評価において、人工林は、他の人

為植生が1～3と 低 く評価 されるのに対 して、相

対的に多 くの野生動植物が生息 ・生育するため、

6と 飛び抜けて高 く評価 されている。二次植生 と

の比較では、人工林の植生自然度は、植生自然度

4～5と 評価される二次草原より高 く評価され、

二次林の7～8の 下位に位置づけられている。

石狩低地帯は大半が水田に代 えられ、広大な水

田の中で防風林が景観を特徴づけている。石狩低

地帯の防風林は、ハンノキやヤチダモ、あるいは

ハルニレがそれぞれ主 となる自然林がわずかに残

され、シラカンバニ次林やヨーロッパ トウヒ人工

林の場合 も認められるが、ほとんどがヤチダモ人

工林からなる。 この人工林 は、オオバナノエンレ

イソウ、フクジュソウ、クロユリなど多数の野生

植物にとって、広大な水田地帯の中での重要な生

育地 となっている。この事実を考えると、石狩低

地帯にある市町村にとって、ヤチダモ人工林 は、

十勝平野におけるカシワニ次林 と同様に、当該地

域において相対的に多様な野生動植物の生息地 ・

生育地 として保全対象 としなければならない。

森林以外の植生について述べると、水田地帯の

農業用水路では、コンクリー トで固めた三面張 り

やU字 溝が敷設されない場合に、かつて広大な湿

原や河川沿いの湿潤地 に自然に広 く生育 していた

湿原植物や湿生植物がしばしぼ認められる。札幌

近郊では、そうしたコンクリー トで固められない

用水路においてネムロコウホネ、オオイヌノハナ

ヒゲ、ミズアオイなどの野生植物が最近まで認め

られたが、水田地帯は土地改良事業などにより急

速に人工的に代えられてお り、野生植物の生育地

が非常に少なくなってきた。 これは、本州のメダ

カなど野生動物についても言える農村における環

境変化である。『国家戦略2010(案)』 ではため池

の重要性が指摘されているが、上記のように、耕

作地 を取 り巻きながら野生動植物がかろうじて生

き残 る場を慎重に確保する必要がある。

3.4北 海道の低標高地における生物多様性保全

策(提 言)

第一の提言:地 域ごとの生物多様性の現状をでき

るだけ詳細に把握し、それに基づいた実効ある保

全策 を講 じていくことが必要である。

『国家戦略(案)』 では、低標高地である 「里地

里山」において 「人間活動の縮小」による生物多

様性の危機が生 じているので、人手を入れる施策

として 「里地里山保全計画」が強調されている。

しかし、二次林や人工林、あるいは他の人為植生

であろうとも、その地域の生物多様性を特徴づけ

る生物種が存在するので、人手 を入れる施策だけ

ではな く放置(保 護 ・保存)の 施策 も考え合わせ

る必要がある。特に北海道の低標高地は、既述の

ように、本州以南の 「里地里山」とは自然の特徴

が異なるので、二次林だから、または人工林だか

ら人手 を加えても良いと先験的に予断してはいけ

ない。全国キャンペーンを短絡的に鵜呑みにしな

いで、自然の特徴に基づいて保全策を講 じること

が肝心である。

北海道では、低標高地であっても野生動植物が

生き残っている場を保護 ・保存する、放置する施

策がより重要であり、まった く自然が失われた「都

市地域」においてはビオ トープ(注9)のように人手

注9ビ オ トープ:BiotOP(独 語)。 動植 物 の種 ごとの生息 地 や生育 地 と比 べ る と、小 地域 に見 られ る生 物 の集 団(生 物
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を入れて自然改造 を考えるのが良い、筆者個人は

そのように考 えている。

生物多様性は、「地域の宝物」である。人間の影

響が大 きかった低標高地において、人為植生や二

次植生が多いとされるが、そこに残された生物多

様性 を保全するためには、人手を入れるか どうか

判断するよりも先に、生物種 リス トの作成(生 物

相(注10)の把握)や 植生の現状把握など、地域ごとに

「宝物の現状把握 ・財産 目録作成」が必要である。

そこでは、各種専門家の協力を得てそれを 「科学

的に緻密に」実行 してほしく、その作業過程にお

いて、多 くの 「市民参加」と、広範な市民への 「自

然環境教育」があると素晴らしい。市民の熱意は、

まず科学的な現状把握 の過程に集ってほしい と

願っている。それを前提 にすると、 どのような保

全策や管理策を講じるべきか、市民の合意形成が

容易になると思う。

第二の提言:低 標高地 にお ける生物多様性保全

は、様々な人間の活動のために他の価値 と対立す

る傾向が強いが、それでも、決して無視 されるべ

きではない。そのため、他の価値 と調整する具体

的な保全策について知恵を結集することが必要で

ある。

本州以南 と北海道のいずれにおいても、低標高

地では、私有地が多 く、個人の自由が重視され、

多様な価値に基づいた諸活動が行われている。他

方で、例えば、二次林や人工林には、野生動植物

の生息地 ・生育地 となるだけではなく、水源かん

養、洪水防止、土砂流出防止、防風など多様な公

益的な機能 ・生態系サービス、地域社会 における

全体的な利益が認められる。このように、個人 と

地域社会全体の間で、私たちの価値が対立する場

合、それらの間の調整が必要となる。例えば、民

有林における保安林の指定 は、既に調整された一

例 となる。

農林業 という生産活動が主 となる低標高地にお

いて、耕作地や私有林が多いので、野生動植物の

生息地 ・生育地 を確保することだけを主張するの

は難 しいのかもしれない。 しかし、低標高地にお

ける生物多様性保全 は、前述の多様 な公益的機

能 ・生態系サービスを発揮させる場 と生物多様性

保全の場 を兼ねる方策を考えると容易になり、特

に国有地や市町村有地であれば、対立する価値の

調整 はより容易になると思う。

北海道の市町村有林 はほとんど、二次林や人工

林 を主体 とするが、それぞれの地域において相対

的に良好な自然の姿を残す場合が多い。そのため、

市町村有林は、他の公益的機能 ・生態系サービス

を発揮する場 となるだけではなく、野生動植物の

生息地 ・生育地 として保全 してほしい と願ってい

る。しかしながら、 これ らの相対的に良好に残さ

れた市町村有林は、林業的観点から二次林を人工

林 にしてしまう例、レクリエーション目的のため

に林床 を芝生に代えて都市公園にする例、さらに

は公有地であることから容易に道路予定線に組み

込 まれてしまう例など、いずれでも貴重な生物多

様性の価値が損なわれてしまう事例が少な くな

い。 とりわけ市町村有林のほか河川などの公の土

地では、生物多様性保全の価値を決して忘れるべ

きではない と思う。

他方、個人の土地であろうとも、社会全体の利

益のために講 じる方策がありそうである。 これに

関して、中欧スイスで経験した事例 を述べておく

と以下のとおりである。採草地、耕作地周辺や路

傍に生育する野生の草本植物には、元来、自然草

原に生育 し、間氷期の乾燥期に地中海地方から侵

入 してきた植物が多 く、自然草原の耕地化に伴っ

てそれ らの生育地が激減 していた。そこで、採草

地において牧草刈 り取 りの時期 と回数を管理する

ことによって、希少な草原植物を保全する施策が

行われていた。採草地の所有者である酪農家は、

刈 り取 りの減少が減収 となるが、その減収分を政

府が補填する仕組みがあったのである。 このよう

に、私たちの生活のための生産活動 と生物多様性

保全が上手 く調整される智恵と保全体制がわが国

でも必要 と思う。個人の利益(自 由)と 社会全体

の利益の関係は、私たちの社会にとって常に問題

となるが、上記のような知恵の結集が必要と思 う。

最近、北海道の低標高地において、木材需給の

群集 とい う)が 成 立 す る空 間 を示 す。最 近 で は、 都市 域 にお いて昆 虫 、魚、 野鳥 な ど小動 物 の生息 地、 植物 の生

育地 を一 括 して再 生 す るた め、 空 き地 や校庭 な どにそれ らの生 息 ・生育 環境 空間 を造 成 し、 それ を ビオ トープ と

呼 ぶ場合 が多 い。

注10生 物相:あ る地域 に生 息 ・生育 す るすべ て の生 物種 の 目録 を意 味 し、植 物相(フ ロラ)、 動 物相(フ ァウナ)、 な

らび に微 生物相 か ら構成 され る。生物 相 は、地 球 の変遷 と関係 した 生物 進化 とい う歴 史の産 物 で あ るた め壮大 な

地 史 的背 景 を持 ってお り、生物 地理 学 の研究 対 象 とな る。他方 、あ る地域 の生物 種 は、 それ ぞれの生 息地 や生 育

地 の環 境 との一 定 の関係 を持 って生活 して い る。 現在 、頻 繁 に使 用 され て い る 「生 物 多様 性」は、古 くか ら使 用
され て きた 「生 物相 」 と重 な る部 分が 大 きい ので、 その情報 は、 地域 の生 物多 様 性 を考 える上 で最 も基本 的 かつ

重 要 で ある。
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変化によるといわれるが、民有林 における二次林

や人工林の皆伐が増加 し、皆伐後の放置例が少な

くない。近年の北海道による森林環境税の提案で

は、 この問題点の解消が一つの理由 として示 され

た。しかし、そこでは、生物多様性保全 を含む、

相互に対立する価値についてどのように調整する

かが十分に説明されなかった。また、最近は、二

酸化炭素吸収のために若い森林が必要であるとし

た施策、林業不振からの脱却を目指 して林業従事

者を増加させる施策など、新たな森林 ・林業政策

としての森林施業が唱えられている。 これ らの施

策では、生物多様性保全 とどのように価値の調整

が可能であるか、それを総合的に説明できるかが

問われている。

題
国 有 林 に お け る 生 物 多 様 性 保 全 は 、

特 定 の わ ず か な 面 積 に 押 し 込 め ら

れ 、国 有 林 全 域 を 対 象 と して い な い

4.1野 生植物の減少原因としての森林伐採(森 林

施業)

野生植物の減少原因として、①園芸用採取(盗

掘)と ②自然遷移 を除 くと、種々の開発行為が指

摘されてきた(環境庁2000)。 開発行為は、自然な

生態系を二次的または人工的な生態系に代 え、野

生植物の生育地を減少させたため、植物種 を減少

させ絶滅させてきた。北海道において野生植物を

減少 させた開発行為は、森林 と湿原をそれぞれ農

地に代えてきた北海道開拓の歴史を反映 して、③

森林伐採(森 林施業)と 、湿地開発 ・池沼開発 ・

草地開発を合わせた④湿原における開発行為が大

きな要因であった ことが明らかにされている(環

境庁,2000;佐 藤,2009a)。 なお、わが国におけ

る野生植物の減少原因のうち、北海道では②自然

遷移が考えられる事例がほとん ど指摘 されていな

いo

本項では、森林における生物多様性保全 を考察

するため、北海道の森林の多 くを占める国有林に

おいて、生物多様性保全のために③森林伐採(森

林施業)が どのように考えられているか、現状 と

問題点をまとめておきたい。

4.2国 有林における生物多様性保全

1998年 、国有林の抜本的改革 として従来から重

視 された木材生産を除 く 「公益的機能の重視」が

掲げられ、2001年 の新たな森林 ・林業基本法にお

いては、木材生産 も生物多様性保全 も含む 「多面

的機能の発揮」が掲げられた。生物多様性保全は、

これ ら森林の公益的機能 または多面的機能の中で

重要な一つの機能 として、その機能発揮が国民に

約束されている。

他方、現在までの3次 にわたって改訂されてき

た 『生物多様性国家戦略』では、生物多様性保全

の施策が「奥山自然地域」、「里地里山等中間地域」

などの国土区分に応じて示 されてきた。最近の『国

家戦略2010(案)』 では、「奥山自然地域」は自然

環境保全法、自然公園法(注11)などの各種法令 によ

る保護地域に該当するため生物多様性保全が十分

に進められており、一方で「里地里山等中間地域」

ではその施策が不足である旨が記述 され、「里地里

山保全計画」が大 きな施策 として強調 されている。

しかし、『国家戦略2010(案)』 では、広大な国

有林地域が国土区分における 「奥山自然地域」 と

「里地里山等中間地域」のいずれに該当するか明記

されていない。あるいは、奥山自然地域が各種法

令の保護地域 を含むだけではなく、広大な林業の

場 としてわが国の生物多様性に影響を与 えてきた

国有林か らなるとも明記されていない。そのため、

『国家戦略2010(案)』 では、国有林が、高標高地

の 「奥山自然地域」から低標高地の 「里地里山等

中間地域」まで含むのか、あるいは 「それ らの問

を占め林業を進めてきた未確定の地域」であるの

か不明であるため、国有林 における生物多様性保

全の施策がほとんど見えてこない。広大な面積を

占める国有林は、国家戦略における国土区分 との

関係が明記されないため、そこでの生物多様性保

全の施策が十分説明されないのである。

ところで、俵(1979)は 、自然の領域 ・人間の

領域について山奥から人里、都市まで、自然域 ・

林業域 ・農業域 ・都市域の領域に4区 分 し、それ

ぞれにおける自然の守 り方を概観している。 この

4区 分は、各種法令の保護地域が主 となる山岳地

域 と広大な林業の場 となる国有林地域 を明確に区

別 している。また、俵(2008)は 、同様 に、山奥

から都市までに、自然保全地域 ・自然公園地域 ・

林業地域 ・農業地域 ・都市地域に5区 分し、その

中で林業地域を明確に区別 している。 これ ら俵 に

よる区分 と比較すると、わが国の生物多様性国家

戦略は、奥山自然地域 ・里地里山等中間地域 ・都

市域の3区 分によって国有林地域を非常に曖昧に

注11自 然 公 園法:「 優 れた 自然 の風景 地 を保護 す る とと もに、そ の利 用 の増進 を図 り、国民 の保 健、休養 及 び教化 に資

す る こ とを 目的(第1条)」 として定 め られ た法律(1957年6月1日 制定)。2009年6月1日 の改正 で は、 その 目

的 に生物 多様 性保 全 が明記 されて い る。 自然 公 園 は国立公 園 ・国定 公 園 ・都 道府 県立 自然 公 園か らなる。
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表現する点で、国有林 における生物多様性保全を

語 る上で大きな欠陥を有 している。

そうした 『国家戦略2010(案)』 では、国有林の

生物多様性保全 として、林野庁の保護林(注12)が取

り上げられている、しかし、北海道の保護林は、

国有林面積の1割 にも満たない小面積 しかな く、

しか も森林以外の高山、特殊岩地、湿原など、本

質的に林業対象とならない植生が選抜 される傾向

が強い(佐 藤,2009a)。 保護林制度による保護林

は、多 くの場合に森林施業が禁止 されているが、

そのうち最大面積を占める 「緑の回廊」では、あ

る程度の森林施業が許 されている。 また保護林の

中で比較的広大な面積 を占める 「森林生態系保護

地域」 もまた、森林限界 を超えた領域の高山植生

を主体 として林業対象とならないダケカンバ林 ま

でを含む場合、すなわち林業対象 とならない地域

を指定する傾向が強いので、字句通 りに 「森林生

態系」を保護 しているとはいえない と捉 えている。

従って、森林に生育する野生植物 は、保護林によ

る保全策の恩恵を得ているとは決していえず、何

らかの森林施業の影響を被っているものが多い。

他方、『国家戦略2010(案)』 では、国有林にお

ける従来からの森林 ・林業政策 として水源かん養

や国土保全につながるとした整備や、新たな地球

温暖化防止、雇用促進などを目的 とした森林施業

として、森林伐採を進める施策が述べ られている。

しかし、それらの施策は、結果 として従来どお り

の木材生産 に結びつ く森林施業であると判断さ

れ、森林施業によって生物多様性保全 ・野生動植

物の保全がどうなるのかについては、十分な説明

がまった くない。

生物多様性保全は、保護林 に押 し込めず、国有

林全域において発揮されなけれぼならない森林の

重要な一機 能である。林野行政は、 このことを肝

に銘ずべ きであり、今までどおり、その認識が不

足であるならば、今後 とも全国的な批判が続 けら

れるであろう。

4.3他 省庁の法令による保護地域と森林施業

国有林 には、林野庁における保護林制度の他、

他省庁の法令に基づ く各種の保護地域がある。そ

れらの保護地域は、単純に考えると、生物多様性

保全 にとって大 きな支えになると思われるが、制

限が設けられなが らも森林施業の場 となっている

場合 が少 な くない。

文化財保護法による特別天然記念物や天然記念物

文化財保護法により指定された保護地域 は、北

海道ではほとんど国有林にある。しかし、6件 の

特別天然記念物 と39件 の天然記念物のうち、森林

植生が中心 となる指定地域は、特別天然記念物の

野幌原始林(ト ドマツ林、針広混交林)、 天然記念

物の藻岩山(落:葉広葉樹林)、円山(落葉広葉樹林)、

ヒノキアスナロおよび トドマツ自生地(江 差町)、
うずらがわ

登別原始林(落 葉広葉樹林)、鶉 川ゴヨウマツ自生
あっ さ ぶ くろ

北限地帯(厚 沢部町)、歌才ブナ自生北限地帯(黒
まつない ほろまん さま に

松 内町)、 幌満 ゴヨウマ ツ自生地(様 似町)、 沙 流

川源流原始林(エ ゾマツ、 トドマツな どか らな る
め まんべつ

針葉樹林)、 女満別湿性植物群落(ハ ンノキ林、ヤ

チダモ林など)、焼尻の自然林(イ チイ林)の 、合

計11件 に限られ、特殊な自然林のわずかな面積に

限 られている。

もちろん、これ らの指定地域では森林施業が禁

止されているが、文化財保護法では、森林の指定

が非常に少ないので、森林 における生物多様性保

全が十分であるとはいえない。他方、特別天然記

念物の大雪山や天然記念物の夕張岳では、それら

の指定の際に、森林ではない高山帯を中心に森林

限界付近のダケカ ンバ林の領域 まで指定 された

が、森林施業の対象となりうる針葉樹林 について

は多 くが指定範囲から外されてきた。

自然環境保全法による原生自然環境保全地域と自

然環境保全地域

自然環境保全法による指定地域 も、北海道では
おん

すべて国有林にあり、原生自然環境保全地域の遠
ね べつ

音別岳(ほ とんど高山植生)と 十勝川源流域(針
おおびら

葉樹林)、 自然環境保全地域の大平山(ブナ林、石

灰岩植生ならびに高山植生)が 指定されている。

これらはそれぞれ、元来は知床国立公園、大雪山
かり ば も つ た

国立公園、ならびに狩場茂津:多道立自然公園とし

て自然公園法による指定地域であったが、1970年

当時に新たな自然環境保全法によって指定 し直さ

れただけであ り、 この法による指定地域はかつて

の自然公園面積から増減ゼロであった。これ らは、

法の理念から当然であるが、森林施業が禁止され

ている。 しかし、北海道の森林から見ると、その

指定面積が余 りにも小さいまま、 しかも新たな指

注12保 護林:国 有林において、風致保存 ・学術資料 ・動植物の保護などの目的で伐採を禁じて保護することを制度的

に定められた森林をいい、①森林生態系保護地域、②森林生物遺伝資源保護林、③植物群落保護林、④特定動植
物生息地保護林、⑤特定地理等保護林、⑥郷土の森から構成されている。本文に記述するように、その面積は決

して広 くはない。
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定が加 えられず に40年 を経過 してい る。

自然公園法に基づく国立公園と国定公園、そ して

道立自然公園

自然公園法による指定地域 も大半が国有林にあ

り、そこでは、保護規制計画による地区 ・地域に

応 じて森林施業の制限が決められている。国立公

園と国定公園は特別保護地区 ・特別地域 ・普通地

域に、道立自然公園は特別地域 ・普通地域にそれ

ぞれ区分され、両者の特別地域は第一種から第三

種 まで細分されている。特別保護地区は、森林施

業が禁止されるが、その多 くが高山植生、特殊岩

地植生、湿原植生など特殊な非森林植生であるの

で、森林施業禁止 というよりも施業が不可能な場

合が多い。特別地域の第一種から第三種に至る順

序で森林施業の制限が緩められ、国立公園であっ

ても普通地域では森林施業に関する制限が非常に

緩い。

上記のうち、国立公園 と国定公園の特別保護地

区や第一種特別地域や、道立自然公園の第一種特

別地域の指定は、文化財保護法や自然環境保全法

による地域指定 とほとんど重複している。これら

とともに、世界 自然遺産指定地域において、森林

施業の禁止や強い制限が認められるが、北海道の

世界自然遺産は知床の国立公園地域 と遠音別岳原

生自然環境保全地域 に限られている。従って、各

種法令に基づ く保護地域に関して、それぞれ別の

地域で森林施業の制限があるかのように思われる

が、森林施業の禁止や制限がある地域は、重複し

た保護地域 となってお り、逆 に、森林施業の影響

を受けない森林は少ない現状 にある。

特に自然公園法には、自然の保護 と利用(レ ク

リエーション利用)の 二つの目的があ り、高山帯

では登山などの利用、森林限界から下方の森林地

域ではスキーなどのレクリエーション利用ととも

に森林施業が進められている。ちなみに、国際自

然保護連合(IUCN)に よる国立公園の基準 は保護

が重視される地域であるため、日本の国立公園は、

世界的な基準に合致 していない。

既に述べたように 『国家戦略2010(案)』 におい

て奥山自然地域では各種法令による保護地域にさ

れているか ら生物多様性保全が十分に進められて

いる旨の記述がある。しかし、保護地域において

森林施業、さらにはレクリエーション利用を可能

とする仕組みがあるため、上記の記述は、森林生

態系における生物多様性保全 としては、大 きな誤

魔化 しとなる。 このような論理的な誤魔化 しが国

家戦略に認められることは極めて遺憾であり、決

してあるべき姿ではない。

4.4国 有林の機能類型区分と保安林に関連する

生物多様性保全

国有林の機能類型区分

1998年 、国有林野の機能類型区分が大幅に変更

された。それを林野庁みずか ら国有林野の抜本的

改革 と称 したが、その理由は、当時までの木材生

産重視か ら公益的機能重視に変更した点にあると

された。変更内容 は、従来、5割 以上の面積 を占

めていた 「木材生産林」を 「資源の循環利用林」

と呼び変えて1割 以下 に大幅に縮小 した こと、従

来、2割 程度の面積であった 「国土保全林」を「水

土保全林」 と呼び変えて6割 以上の面積に拡大し

たこと、後者の新たな水土保全林には、従来の国

土保全林 をその ままスライ ドさせた2割 程度の

「国土保全タイプ」と4割 以上を占める 「水源かん

養タイプ」を含 ませた ことにある。逆に、従来の

「自然維持林」と 「森林空間利用林」は、「森林 と

人 との共生林」の 「自然維持タイプ」と 「森林空

間利用タイプ」と呼び変え一括されたが、それぞ

れの面積に変更がなかった(佐 藤,2009a)。

以上の機i能類型区分は、2001年 の森林 ・林業基

本法で示された多面的機能の発揮か ら述べると、

概ね、「資源の循環利用林」は木材生産機能、「水

土保全林」の 「国土保全タイプ」は土砂流出防止

や洪水防止など国土保全機能、「水源かん養タイ

プ」は水源かん養機能、「森林 と人 との共生林」の

「自然維持タイプ」は生物多様性保全機能、そして

「森林空間利用タイプ」はレクリエーションなど保

健休養機能が発揮される場 と読むことができる。

しかし、近年、北海道の国有林において、広大

な水土保全林の 「国土保全タイプ」や 「水源かん

養タイプ」で行われた天然林施業 を中心 とした森

林施業は、それぞれの機能を発揮する整備事業 と

称 して行われたが、機能類型区分本来の目的や生

物多様性保全 と実際には大きく対立する点で問題

視された(佐 藤,2007,2009a)。

保安林制度

森林法第25条 では、「農林水産大臣は、次の各

号(① 水源のかん養、②土砂の流出の防備、③土

砂の崩壊の防備、④飛砂の防備、⑤風害、水害、

潮害、干害、雪害又は霧害の防備、⑥なだれ又は

落石の危険の防止、⑦火災の防備、⑧魚つき、⑨

航行の目標の保存、⑩公衆の保健、⑪名所又は旧

跡の風致の保存)に 掲げる目的を達成するため必

要があるとき、森林を保安林 として指定すること

ができる」とあり、第34条 で、伐採の制限、択伐

や間伐の届出な どに関 して種々の規定をしてい

る。上記における①～⑪の目的は、まさに国有林
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野の公益的機能に当たり、森林の多面的機能のう

ち木材生産以外の機能 に該当するため、現行の森

林 ・林業基本法で重視する基本理念そのものであ

る。その上で、そうした保安林 において木材生産

を伴う森林施業が種々の制限を受けながらも実施

されることが示されている。

日本森林林業振興会発行の『保安林制度』(2009

年改訂)に よると、「保安林の指定は、公益目的を

達成するために本来自由であるべき森林の経営に

制限を課す もので、これによって普通林に存在 し

ない特別な制約が生じる」 と記されている。上記

の 「森林の経営が本来 自由であるべき」 との記述

は、民有林だけではな く国有林を考え合わせ、多

面的機能発揮 を目的とする現行の森林 ・林業基本

法 と照合すると、新たな基本理念に合致しない、

時代錯誤の林業中心の記述 となる。国有林では、

先に述べた機能類型区分の変更に応 じて、大半の

面積が保安林に指定され、「自由な森林経営ができ

る」 という普通林はかえって少な くなっているの

で、保安林において、 もはや時代錯誤の林業中心

の記述は許されるものではないと思 う。

根本的な問題は、保安林の指定理由となる公益

的な諸機能 と木材生産機能(森 林伐採)が どのよ

うに調整できるかである。前段落のように、木材

生産が 「主」で他の公益的機能 「従」であるとす

るのではなく、例 えぼ土砂流出防備のためにどの

程度の森林施業が許 されるのか、対立する価値 を

公平に調整することが肝心なのである。

4.5国 有林おける生物多様性保全の基本

前項 に述べた国有林野の機能類型区分 とそれに

並行して指定 された保安林 は、林野庁みずから指

定する保護林や他省庁の法令 に基づ く保護地域 と

も連動 しており、各種制度の理念 を超えて、実質

的には木材生産 ・林業を進めようとする力が強 く

働いている。そのため、森林 ・林業基本法の理念

から述べると、各種の指定地域において木材生産

機能(森 林伐採)が 必要か否か、論議の出発点に

帰った再検討が必ず必要であり、それが必要とさ

れる場合には、前項で指摘 したと同様 に、公益的

な諸機能 との調整が常に問題 となる。

以上に述べた林野行政の仕組みは、一般の人々

にとって非常に分かりに くいので、行政担当者は、

上記の再検討や調整の結果を国民に分か り易 く説

明する必要がある。2008年12月 、林野庁では「森

林における生物多様性保全の推進方策検討会」を

設置したが(林 野庁編,2009)、 同検討会(2009)

による報告書 『森林における生物多様性の保全及

び持続可能な利用の推進方策』を読むと、生物多
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様性保全 と木材生産機能の間における調整がどの

ように進められるのか、明確ではない。

他方、生物多様性保全の考え方には、あらゆる

生物 を資源 として見る観点が強い。わが国におけ

る森林生態系は、北海道を含み、欧米諸国などに

比 して同じ中緯度地方では圧倒的に多様な野生動

植物 を育んでいるといわれる。多数の計 り知れな

い生物資源 を有す るわが国の森林生態系におい

て、木材生産 ・林業だけを重視する政策は、目下

の有用木以外の野生動植物すべてを無視し、将来

的に有用な生物資源 を失わせ、生態系サービスま

で失っていることになる。 このように、実利的な

価値判断からも、森林 ・林業政策は発想の大転換

が求められている。

闇
希 少 植 物 の 盗 掘 と 、

園 芸 植 物 の 違 法 な 移 入

5.1希 少植物の保護地域からの盗掘(園 芸用採

取)

希少な野生動植物 ほど、それ らの換金価値 に

よって盗掘 ・密猟の対象として激減 ・絶滅してき

た。わが国における野生植物の減少原因は、環境

庁(2000)に よると、園芸用採取を最大の原因と

している。ただし、この 「園芸用採取」は、ほと

んどが各種法令に基づ く保護地域 における 「盗

掘・盗採(違 法採取)」 に該当するので、間接的な

表現 となる。筆者は、 これについては直接「盗掘」

と呼ぶべきと考 えている。

野生植物の盗掘は、本州以南においては多数の

登山者やハイカーな どの衆人監視 によって減少

し、保護地域における高山植物などは盗掘よりも

オーバーユースによる踏みつけが大 きな影響を及

ぼすようになった と言われる。筆者は本州以南の

実態を体験 していないが、上記の事実によって、

これまでの生物多様性国家戦略において、野生植

物の減少原因第一位である盗掘に対する施策が講

じられなかった と推察している。

しかし、北海道では衆人監視が可能な山岳地域

が少ないため、毎年のように、各地から盗掘情報

が寄せ られ、盗掘 を防ぐことができない悲しい現

状がある。北海道では、野生植物の減少原因とし

て重大な盗掘に対 して、有効な対策が常に必要で

あり、『生物多様性国家戦略2010(案)』 のように

盗掘を軽視することができない。

北海道 では、北海道高山植物盗掘防止 ネット

ワーク委員会に属するNGOが 、夕張岳(保 護林・

国指定天然記念物・道立自然公園)、 アポイ岳(保

護林 ・国指定特別天然記念物 ・国定公園)、 礼文島



(保護林 ・国立公園)、 大平山(保 護林 ・道立自然

公園 ・国の自然環境保全地域)な ど多 くの著名な

保護地域で、 また国有林 ・芦別市・道庁 とNGOか
きりぎし

ら構成される嵯山自然保護協議会は唾 山(保 護

林 ・道立 自然公園)に おいて、それぞれ盗掘監視

活動を続 けており、大きな効果 をあげてきた。し

かし、そうした中で、上記の保護地域でも別の各

種保護地域でも、監視活動の隙間を狙 うような盗

掘が認められる。北海道庁は、北海道希少野生動

植物保護条例に基づき、現状把握 ・モニタリング

調査 とともに上記の監視活動に対する補助 も行っ

ている。こうした北海道における官民による希少

植物の保護活動は、ボランテア活動部分が大きい

ので、例 えば、種の保存法による指定や諸対策を

強化するなど、国レベルの施策 として強い応援が

必要である。

5.2園 芸植物の保護地域への違 法な移入

コマ クサは、 ピンクの綺麗 な花 をつけ、高 山植

物の女王 と呼 ぼれる。この植物 は、1970年 代 には、

大雪山国立公 園な どにおいて著 しい盗掘 を被 り、

激減 して きたが、 その後の栽培増殖 によって、 よ

り希少であった品種 シロバナ コマクサ とともに、

安価 に大量 に販売 され るようになった。

ところが、これ らの コマクサ は、この10年 ほど

の問 に、元来分布生育 していなかった、支笏洞爺

国立公 園内の羊蹄 山 と樽 前山 において播種 されて

繁殖 し、外来種問題 として環境省 と地元 のNGO

が協力 して幾度 かの抜 き取 り作業 が続 け られて き
て しお

た。数年前には、天塩岳道立 自然公園の前天塩岳

においてハイマツ焼失跡地 となる裸地に元々生育

していなかったコマクサ とシロバナコマクサの移

入が確認され、北海道上川支庁 と地元の朝日町や

山岳会が協力 し、抜き取 り作業が今なお続けられ

ている。同様なコマクサ移入は、昨年、大雪山国

立公園の平山にも認められたという(梅 沢俊氏、

私信)。

以上のコマクサの移入 は、一つには外来種問題

として扱われる。自然に生育 ・生息 していなかっ

た地域に移入された外来動植物は、そこに生育 ・

生息する野生動植物 と新たな種問関係(競 争、捕

食、寄生、交雑など)が 生 じ、元来の野生動植物

に大 きな影響を及ぼすことが危険視されている。

この点で、上記のように移入された植物は、除去

することが肝心であるが、そのための労力 と時間

は計 り知れない。そのため、国内移動であっても、

元来自生していない生物を移動させることは、自

然の摂理を変える外来種問題 として対策が必要に

なるので、決して行 うべきではない。

もう一つは、 このような移入は、希少植物の栽

培が関係 した問題 と捉 えている。わが国において

植物版 レッドデータブックが最初 に発行 された

1989年 前後 に、希少な野生植物を保護する方策 と

して、対立する2つ の論点があった。絶滅 しそう

な希少植物であっても栽培 を認める立場からは、

栽培流通により安価 になれば盗掘が止むので、希

少植物の栽培を推進する方策が提唱された。他方、

希少植物の自生地における悲惨な状況を知 り、短

期間の栽培後に枯死 させるため栽培が持続的では

な く常に盗掘による補填を必要 とすることを問題

視する立場からは、「希少植物については保持・栽

培 を禁止 し、花は野に置け」 という自生地保護の

方策が提唱された。

前者においては、栽培品と盗掘品が混在して流

通する危険性について、遺伝子マーカーを付けて

盗掘品と区別するから盗掘 を防げるという主張が

加 えられ、後者に対 しては、園芸は文化であるか

らそれを禁止することは決 して許されない とする

強い批判が生じた。このような論争の後、結果と

して、種の保存法において希少植物の栽培流通が

認められ、栽培流通を監視するという特定希少植

物 として、北海道では、種 としてのアツモ リソウ

の3変 種(ア ツモ リソウ、ホテイアツモ リソウお

よびレブンアツモ リソウ)が 指定されている。

しかしなが ら、 これらのアツモリソウ類 は、個

人が栽培 した としても間もな く枯死させてしまう

ので、道内では種の保存法による指定後にかえっ

て自生地で激減してしまった。現在で も、これら

の植物は、非常に高価なままにあり、盗掘がいま

だに止む気配はない。従って、希少植物の保護に

ついては、20年 ほど前の論争を論理的に再燃 させ

るか、新たな視点を加えて最初か ら考え直す必要

がある。

希少植物の保全策には、実際の生育地における

保護 ・保存(生 息域内保全)と 、最終的に自生地

に戻すことを考えた植物園などにおける栽培増殖

(生息域外保全)の2つ がある。そのうち、前者の

生息域内保全が理念的により重要 とされている

が、わが国では自生地における盗掘をなかなか防

げず、他方で、生息域外保全策に直接結びつかな

い栽培流通が促進 されている現状 にある。以上の

希少植物問題 はさらに、背景 として、植物の栽培

を文化 とする 「園芸」の価値 と、生物多様性保全

の価値 との間に実質的な対立があるからなかなか

解決できない、そのように考えている。希少植物

保護を進めるためには、上記のように対立する価

値の調整をどのようにすべきであろうか。
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謹 まとめに代えて
生物多様性条約の重要なキイワー ドである 『生

物多様性の保全 と持続的利用』については解釈上

の問題がある。上記について、意外なことに、保

全より先に利用を考える、あるいは保全 と利用を

独立 させて個別に利用だけを考える人々が少な く

ない。 しかし、保全 と持続的利用は同時に考える

必要があり、保護 ・保存や各種の利用の間の調整

を図る保全策が真に有効であるか、逆にいうなら

ば、 どの程度までの利用が保全を考えた持続的利

用 と呼べるのか、これらについて常に総合的な判

断が必要である。それに対 して、保全を忘れ利用

を重視する解釈が許 されると、過去 と同様、過度

の利用によって生物多様性の損失を引き起 こし、

生物多様性保全に関して本末転倒の結果が生 じる

危険性がある。

本稿では、わが国の低標高地 と国有林それぞれ

における生物多様性保全について、さらに盗掘の

影響を被る希少植物の保全について問題点を指摘

してきた。これらに共通する課題 は、生物多様性

保全 と他の異なる価値の間の調整である。その調

整がないために生物多様性の損失が続いてきた と

考えられる。

山田(1999)は 、環境保護法の限界に関する論

述において、わが国の環境基本法には、①自然環

境の保全 と生活環境の保全が どのような関係にあ

るのか、②環境保全 と他の人間的利益がどのよう

な優先関係 にあるのか、③対立が予想 される価値

の間の考量 をどのような原則 と基準の下に調整す

るのか という、根本的な課題が未解決のままに残

されていると指摘 している。この一文は、本稿で

取 り上げた問題点を明確に示している。

里地里山における価値の対立、国有林における

木材生産 と生物多様性保全を含む公益的機能の対

立、さらには希少植物を取 り巻 く価値の対立が認

められるが、生物多様性保全が実現できるような、
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諸価値 の調整が、今、求 め られ ているのであ る。
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